
I 0 町民憲章より )

どれどれ耳になにかあるぞ/
教育委員会では、学校検診町主 まLた。 結果では約40%円子ども

かで尖砲できなかった耳鼻咽喉科 に異状が発見され、とくに府桃腺

検診をこのほど北大医学部医師 3 肥大疾，IJ;I，が多〈、次に日IJぬ腔炎、

名町協力で保育所、幼稚図、小中 品炎などで、耳喝のたまっている

学校全員 1，690人向検診を実施L 子 どもも多いとのことです。
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住竺竺空

一
般
会
計

第
二
回
定
例
町
議
会

は
六
月
二
十
三
日
、
二

十
四
日
聞
か
れ
、
補
正
予
算
、
条

例
改
正
な
ど
議
集
十
八
仰
を
併
殺

し
‘
い
ず
れ
も
原
案
ど
う
り
可
決

し
ま
し
た
。
ま
た
、
特
別
委
貝
会

で
特
秘
さ
れ
て
い
た
中
学
校
に
闘

す
る
制
査
報
告
告
が
議
決
さ
れ
ま

し
「
も
な
お
、

町
長
か
ら
は
前
年

度
各
会
計
の
決
算
状
況
な
ど
の
行

政
報
告
が
あ
り
ま
し
7

、

こ
の
談
会
で
決
ま
っ
た
お
も
な

こ
と
は
次
の
と
お
り
で
す
。

中
学
校
に
関
す
る
特
別

委
員
会
調
査
報
告
書

全
議
只
で
構
成
さ
れ
た
中
学
校
に

関
す
る
特
別
委
員
会
は
、
五
月
十
目
、

六
月
二
日
の
二
回
に
一
わ
た
り
委
只
会

を
附
似
し
.
教
官
委
只
会
の
各
学
校

単
位
同
意
見
聴
取
資
料
に
よ
り
慎
重

に
検
討
し
た
結
味
、
次
の
と
お
り
要

望
す
べ
き
も
の
と
決
定
さ
れ
FM。

一
、
八
束
中
学
校
の
再
建
に
つ
い
て

本
円
に
つ
い
て
は
諸
般
的
実
情

助産費給付が4万円に

圃里園長函困鍾重型車重

保険税は27%の伸び

般

質

問

第
二
固
定
例
町
議
会
で
六
議
日
H

か
ら

一
般
質
問
が
あ
り
、
町
長
と
教
育
長
が

回
答
し
ま
し
た
。

お
も
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
.

0
職
員
給
与
な
ど
の
ア
ッ
プ
に
よ
り
財

政
運
営
上
守
障
は
な
い
か
H
国
の
ラ
ス

パ
イ
レ
ス
方
式
を
百
と
す
る
と
四
%
高

で
あ
る
が
全
道
町
村
平
均
よ
り
一

・四

%
低
く
管
内
十
町
で
は
中
間
で
あ
り
、

財
政
状
況
も
他
会
に
堅
持
さ
れ
て
い
る
。

〈
〉
英
利
河
ダ
ム
建
設
予
定
地
域
の
生
活

安
定
対
策
は
H
住
民
的
卒
直
な
意
見
を

相
出
世
し
て
住
宅
団
地
、
生
産
団
地
の
造

成
な
ど
手
順
を
ふ
み
住
民
が
定
住
で
き

る
よ
う
取
り
く
み
た
い
。

十
五
億
五
千
万
円
に

〈
〉
一
般
会
計
補
正
予
算

第

一
回
の
補
正
予
幻
は
蹴
入
歳
出
そ

れ
ぞ
れ
一
億
一
千
八
百
七
+
八
万
五
干

阿
が
追
加
さ
れ
、
予
算
総
額
は
十
五
億

五
千
五
百
六
十
九
万
四
千
問
に
な
り
ま

し
f」。

追
加
の
お
も
な
も
の
は
、
八
束
校
火

災
復
旧
建
築
工
事
、
敷
地
造
成
工
事
、

設
計
委
託
料
な
ど
九
千
十
万
七
千
円
と

校
用
備
品
、
義
務
教
材
備
品
賞
六
百
四

十
万
円
、
八
束
校
ス
ク
ー
ル
パ
ス
巡
行

委
託
料
五
百
四
十
二
万
六
千
円
、
日
進

寿
の
家
建
築
工
事
、
備
品
購
入
相
目立
ど

に
よ
り
現
時
山
'
に
お
い
て
は
、

応

急
措
也
と
し
て
小
学
校
に
併
出
す

る
こ
と
が
適
当
と
考
え
ら
れ
る
の

で
述
や
か
に
再
建
策
を
-
』
う
ぜ
ら

れ
た
い
。

二
、
中
学
校
統
合
に
つ
い
て

本
件
に
つ
い
て
は
、
町
内
中
学

校
の
寸
つ
勢
に
か
ん
が
み
‘
さ
き

に
決
定
さ
れ
た
談
会
の
苦
心
決
定

的
新
設
統
合
を
尊
重
し
な
が
旬
、

今
後
に
お
け
る
製
恕
的
中
学
校
教

育
英
現
の
た
め
失
地
計
画
の
推
進

を
図
ら
れ
た
い
。

。
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
改
正

七
月
一
日
か
ら
国
保
町
被
保
険
者
が

出
産
し
た
と
き
、
助
産
曲
目
と
し
て
四
方

向
(
旧
二
万
円
)
を
支
給
し
ま
す
。

〈
〉
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の

一
部
改
正

当
初
予
算
内
税
収
見
込
は
昨
年
に
比

べ
て
四
三
%
の
大
幅
な
伸
び
率
で
計
上

さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
被
保
険
者
向
負

処
を
極
力
軽
減
す
る
た
め
千
百
万
円
円

減
税
措
置
に
よ
り
二
七
%
増
に
抑
、
ぇ
税

率
を
確
定
し
ま
し
た
。

こ
札
に
よ
り
今
年
皮
肉
税
率
が
、
所

得
制
百
分
の
四

・
二
前
年
内
二

0
・六

ー

%
増
)
資
産
制
百
分
的
七
五
・
五
(
一

九
・
八
%
地
)
均
等
制
(
り
と
り
当
り
)

。
観
光
地
造
成
対
策
は
H
美
利
河
の
湖

畔
自
然
公
園
、
自
然
休
養
林
、
保
護
地

設
な
ど

一
連
的
計
闘
を
実
説
し
た
い
.

英
利
河
温
泉
、
め
の
う
‘
大
理
石
な
ど

の
観
光
資
源
を
有
効
に
活
用
し
た
い
。

〈
〉
農
村
工
業
誘
致
対
策
は
H
当
而
閣
発

事
業
向
推
進
と
図
芸
農
業
内
促
進
に
よ

り
三
地
区
町
団
地
造
成
を
λ

計
画
し
た
い
。

〈
〉
園
保
病
院
に
歯
科
を
併
置
す
る
考
え

は
H
病
院
の
総
合
改
築
の
際
考
慮
し
た

い
。
時
期
は
五
十
五
年
頃
に
な
苧
つ
。

A
V
明
る
〈
正
し
い
選
挙
の
推
進
は
川
市

時
啓
発
に
よ
り
町
民
的
自
覚
を
喚
起
し

た
し
。

〈
〉
青
年
教
育
の
た
め
に
研
修
パ
ス
の
運

行
を
H
青
年
研
修
に
は
軍
占
的
に
立
を

そ
そ
き
た
い
。
青
年
開
発
会
活
も
結
成

さ
れ
て
い
る
の
で
宵
年
は
大
い
に
活
動

入
百
七
十
万
円
、
市
街
地
駐
車
場
強
制

工
事
二
百
八
十
万
円
、
庁
別
昨

mm卓
購

入
賞
二
百
五
十
万
円
、
自
転
車
交
通
公

園
設
置
補
助
百
三
十
万
円
、
本
村
橋
架

換
工
事
百
六
十
八
万
円
、

一悩
祉
住
宅
敷

地
造
成
工
事
及
び
屋
外
水
道
布
設
工
事

な
ど
百
十
三
万
円
、
種
子
馬
鈴
薯
ン
ス

ト
線
虫
対
策
協
議
会
負
担
金
百
万
円、

堆
肥
及
び
尿
撒
布
機
導
入
事
業
補
助
六

十
四
万
六
千
円
、
十
一日川蛋
白
牧
草
生
産
育

成
事
業
補
助
三
十
五
万
一
千
円
、
凶
代

間
邦
地
水
迅
抗
日
移
設
工
市
中
二
十
八
万
円

北
海
道
林
業
労
働
者
通
年
就
労
事
業
補

助
四
十
万
円
、
将
学
基
金
繰
出
金
四
十

三
万
円
、
日
進
会
館
・
教
住
解
体
工
市
中

七
十
万
円
、
季
節
保
育
所
備
品
購
入
山
口

三
十
一
万
四
千
円
主
ど
と
な
っ
て
い
ま

す
。ま

た
、
今
金
町
附
日
朝
水
道
会
計
鰍
出

金
六
百
十
五
万
二
千
円
、
畑
の
沢
林
道

開
設
工
事
五
百
四
十
二
万
円
、
道
路
標

胤
工
事
七
十
七
万
円
主
ど
が
減
制
さ
れ

ま
し
た
。

こ
れ
に
対
し
歳
入
は
、
八
束
校
建
設

法
金
繰
入
金
五
千
一
百
十
九
万
問
、
町

俄
四
千
四
百
三
十
万
円
、
諸
収
入
一
千

十
六
万
一
千
円
、
町
税
四
百
四
十
三
万

一
千
円
が
見
込
ま
れ
ま
し
た
。

六
千
五
百
六
十
円
(
二
九
九
%増
)

平
守
州
(
一
世
情
当
り
}
一
万
二
千
九

百
円

(七
七
・
四
%
増
)
に
改
め
ら
れ

た
も
の
で
す
。

な
お
、

一
世
情
当
り
の
平
均
税
級
は

七
万
四
百
六
十
二
円

(
前
年
内
二
七

・

四
%
増
)
、

υと
つ
当
り
一
万
七
千
九

百
十
二
円

(前
年
同
二
八

三
%
地
)

に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
保
険
税
の
納
期
は
従
前
七
月

か
ら
十

一
月
の
五
期
に
わ
け
ら
れ
て
い

ま
し
た
が
‘
こ
れ
を
寸
二
月
町
六
期
に

延
長
し
て
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

低
所
得
者
に
対
す
る
軽
減
措
置
も
改

め
ら
れ
、
所
得
十
九
万
円
以
下
町
四
人

し

τほ
し
い
.

0
堂
生
療
の
建
設
を
け
学
生
が
各
地
に

転
在
す
る
こ
と
、
過
半
可
能
で
あ
る
か

問
題
も
あ
り
験
討
し
た
い
。

〈
〉
歯
科
予
防
対
策
は
H
歯
科
検
診
は
全

校
突
泊
し
て
い
る
。
神
丘
、
金
原
な
ど

六
校
が
研
究
指
定
校
と
主
り
検
診
、
治

療
に
好
評
で
あ
る
。
歯
科
衛
生
士
の
配

置
も
考
え
た
い
。

〈
〉
六
+
七
歳
以
上
の
老
人
医
療
無
料
化

を
図
る
考
え
は
H
現
予
算
で
も
千
三
百

万
円
を
一
般
会
計
か
ら
繰
り
出
し
て
お

り
町
質
的
負
担
は
大
き
い
.
国
保
税
に

波
及
し
な
い
よ
う
国
が
全
額
負
担
す
る

よ
}
抜
本
的
改
正
を
要
望
す
る
。

。
四
歳
未
満
児
の
医
療
費
(
入
院
、
通

院
と
も
)
を
無
料
に
す
る
考
え
は
U
五

十

一
年
度
ま
で
に
検
討
し
た
い
。

。
特
別
会
計
補
正
予
算

国
保
会
計
事
業
勘
定
で
は
、
助
産
貨

の
増
額
改
正
に
よ
る
助
産
給
付
費
百
二

十
二
方
向
迫
加
、
予
備
代
九
十
万
四
千

円
円
減
矧
な
ど
に
よ
り
総
ぬ
二
億
九
千

九
百
五
十
六
万
九
千
円
に
な
り
ま
L
F
MO

問
日
朝
水
道
会
け
で
は
、
使
用
料
改
訂

に
と
も
な
い
使
問
料
五
円
万
四
千
円
円

追
加
に
よ
り
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金

六
百
十
五
万
二
千
円
が
減
額
さ
れ
、
歳

出
で
は
峨
只
給
な
ど
宵
十
凶
万
八
千
円

が
減
傾
さ
れ
総
額
二
千
百
五
十
五
万
二

千
円
に
な
り
ま
し
た
。

〈
〉
町
税
条
例
の
一
部
改
正

昭
和
凶
十
九
年
中
の
所
付
に
か
か
わ

る
町
民
税
関
係
の
諸
控
除
が
改
正
さ
れ
、

基
礎
、
配
偶
者
住
除
で
十
八
万
円
か
ら

十
九
万
円
に
、
そ
の
ほ
か

一
連
の
強
除

額
が
そ
れ
ぞ
れ
引
き
ょ
げ
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
七
月
一
日
か
句
温
泉
旅
館
に

お
け
る
入
場
税
が
四
十
円
か
ら
百
円
に

改
め
ら
れ
ま
す
。

〈
〉
特
別
職
の
費
用
弁
償
額
、
町
職
員
の

旅
費
支
給
条
例
の
一
部
改
正

七
月

一
日
か
・
旬
、
日
当
と
杭
泊
料
が

引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

。
監
査
委
員
の
選
任

前
任
者
の
帥
任
に
と
も
な
い
町
議
会

議
日
か
ら
の
監
査
委
員
と
し
て
藤
村
徳

蔵
氏
が
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

。
固
定
資
産
評
価
審
査
蚕
員
会
委
員
の

選
任

任
期
満

7
に
伴
い
丸
山
九
内
き
ん
(

煤
口
む
が
選
任
さ
れ
ま

L
P
、

家
族
で
一
万
六
千
四
百
九
十
円
円
減
税
、

ま
た
、
十
九
万

一
円
以
上
の
所
得
の
場

合
は
‘
家
旗

一
人
ふ
え
る
ご
と
に
対
象

所
得
が
十
三
万
円
ず
つ
加
算
さ
れ
四
人

家
族
で
所
得
五
十
八
万
で
八
千
九
百
七

十
円
の
減
税
に
な
り
ま
す
。

。
簡
易
水
道
事
幽
需
給
水
条
例
の
一
部
改

正mn制
水
"
宏
E
H
A

川町
健
全
な
運
営
と
従

来
の
三
会
計
を
一
本
化
し
た
こ
と
に
よ

る
今
金
地
区
と
舵
川
、
花
石
地
区
町
水

道
使
用
料
金
的
均
衡
を
図
る
た
め
、
七

月

一
日
か
ら
基
本
料
金
、
超
過
料
金
、

メ
l
タ
器
使
用
料
金
を
改
め
る
も
の

で
す
。

(詳
し
く
は
次
頁
に
記
載
)

〈
〉
役
場
臨
時
職
員
の
待
偶
改
善
は
H
勤

務
拙
募
の
実
情
、
定
只
な
ど
再
度
検
討

し
順
次
改
普
し
た
い
。

〈V
給
食
用
パ
ン
の
リ
ジ
ン
使
用
問
題
は

H
文
部
省
的
検
査
結
果
を
み
る
と
日
常

食
品
、
野
菜
な
ど
の
含
有
量
か
ら
い

っ

て
問
題
が
な
い
と
判
断
す
る
。

。
中
学
校
統
合
の
方
針
は
川
町
民
内
意

志
を
充
分
尊
重
す
る
が
五
十
二
年
度
に

稲
工
、
二
カ
年
計
画
で
新
設
統
合
す
る
。

〈
〉
児
童
、
生
徒
の

一
部
学
用
品
無
償
支

給
に
つ
い
て
H
函
洋
紙
、
習
字
用
半
紙

泣
な
ど
用
途
に
よ
り
問
題
が
あ
る
が
父

兄
の
負
担
を
軽
減
す
る
よ
う
努
め
る
。

O
教
職
員
の
住
車
或
普
を
H
全
体
数
が

不
足
し
て
い
る
円
と
老
化
住
宅
、
統
合

問
題
な
ど
も
あ
る
の
で
、
特
に
狭
い
と

い
う
住
宅
は
出
来
る
限
り
配
慮
し
た
い
。

圃

八
〉
専
決
処
分
の
報
告

昭
和
凶
十
九
年
度
一
般
会
計
補
正
予

算
の
っ
ち
地
方
的
の
今
小
笠
備
事
業
債

三
百
万
円
に
百
八
十
万
円
が
追
加
さ
れ
、

千
ロ
総
制
は
十
三
億
九
千
九
百
六
十
三

万
七
千
円
に
な
り
ま
し
た
。

。
工
事
情
負
契
約
の
締
結

マ
町
辺
地
総
舗
装
工
事
(
工
事
山口下

四
宵
六
十
万
円
、
不
二
位
設
側
工
期

五
十
年
八
月
三
十
日
ま
で
)

マ品川
H
通
林
道
濁
川
住
吉
似
陥
設
工
事

(千
七
百
H
九
十
五
万
五

T
阿、

E
m叫吾、

工
期
五
十
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
)

マ
中
盟
楠

(下
部
工
)
架
換
工
必
(

千
二
円
六
十
三
万
円
、
側
加
藤
組
、
工

期
五
オ
年
十

一
月
十
日
ま
で
)

マ
中
毘
締
(
上
部
工
)
架
換
工
事
(

千
七
十
五
万
円
、
商
館
ド

Y
7
附
函
館

泣
船
所
五
十
年
十

一
月
十
固
ま
で
)

マ
イ
マ
ヌ
エ
ル
線
凍
苫
害
防
止
工
事

(二
千
二
有
二
十

一
万
五
千
円
、
側
坂

本
建
設
、
五
十
年
l
一
月
十
固
ま
で
)

〈

V
請

願
内
同
協
、
民
民
述
盟
か
句
五
十
年
産
生

鼎
問
者
米
側
の
引
き
上
げ
、
米
側
の
例
制
定

は
物
価
指
数
、
制
民
造
業
労
貨
を
基
調
と

す
る
こ
と
食
管
制
度
を
堅
持
し
米
の

全
弘
口
入
れ
、
生
産
一
訓
艶
終
了
後
も
土

地
改
良
通
年
施
工
に
対
す
る
型
行
将
励

地
策
の
継
続
、
米
の
消
官
拡
大
を
図
る

た
め
学
校
給
食
の
拡
大
、
新
規
加
工
の

開
発
、
引
回
的
な
輸
入
削
減
主
ど
の
鮒

阪
が
採
択
さ
れ
、
町
議
会
か
ら
固
に
対

し
要
望
窓
口
凡
叫
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

( 2 1 

一

昭

和

四
十
九
年
度
の
各
会
計
は
五

同
月
三
十

一
日
出
納
閉
鎖
さ
れ
、
そ
の

中
あ
ら
ま
し
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。
こ

司
札
に
よ
る
と
六
会
社
内
歳
入
総
額
は

一
二
十
億
五
千
三
百
七
十
六
万
九
千
円
、

ヰ
歳
出
総
額
は
十
九
億
九
千
八
百
七
十

戸
九
万
四
千
円
、
差
し
引
き
五
千
四
百

一
九
十
九
万
五
千
円
の
埼
こ
の
う
ち
、

中
千
三
百
七
万
五
千
を
基
金
繰
り
入
れ

一
と
し
、
四
千
百
九
十
万
円
を
五
十
年

一
度
に
繰
り
越
し
ま
し
た
。

中
会
計
別
決
算
は
次
の
と
お
り
。

一
世

一
般
会
計

歳
入
十
四
億

一
千
三

中
百
九
万
五
千
円
、
歳
出
十
三
億
九
千

『
四
百
二
十
五
万
七
千
円

(繰
越
八
百

一
八
十
三
万
八
千
円
)

山
官
国
保
事
喋
勘
定

歳
入
二
億
四
千

一
五
百
六
十
九
万

五

古
、
歳
出

一億

=
=
一
千
九
百
七
十
五
万

一
千
円
(
繰
越

=
二
百
九
十
四
万
四
千
円
、

)

一
台
国
保
施
設
整

歳
入
一-一
億
六
千

平
六
百
七
十
三
万
八
千
円
、
歳
出
三
位

民
三
千
六
百
八
十
二
万
五
千
阿

(繰
越

E

二
千
九
百
九
十
一
万
三
千
円
)

中
古
今
金
簡
水

歳
入
二
千
四
百
十
七

一
万
四
千
円
、
歳
出
二
千
四
百
三
万
二

回
千
円
(
繰
越
六
万
七
千
円
)

τ理
問
簡
水

歳
入
二
百
六
十
五
万

一
四
千
円
、
歳
出
二
百
五
十
五
万
円

(

一
繰
越
十
万
四
千
円
)

官
花
右
簡
水

中
歳
入
百
四
十

一
万
円

歳
出
百
三
十

一
七
万
八
千
円

(繰
越
三
万
二
千
円
)

昭
和
四
十
九
年
度
決
算
状
況

( 3 1 



改訂にご理解を

3地区を一本化

館
岡
さ
ん
ら
四
人

十
五
キ
ロ
を
完
走

第
一
回
全
国
O
B
ロ
l
ド
レ

l
ス
大

会
を
兼
ね
第
四
回
北
海
道
高
齢
者
ロ
ー

ド
レ

l
ス
大
会
が
六
月
八
日
洞
爺
湖
畔

で
閃
か
れ
ま
し
た
。

大
会
に
は
全
国
各
地
か
ら
百
八
十
三

名
が
参
加
、
八
十
歳
を
最
高
年
齢
に
し

た
選
手
は
元
気
い
っ
ぱ
い
.
本
町
か
ら

も
目
、
}
ろ
の
健
脚
を
競
お
う
と
四
十
歳

代
で
は
田
中
優
さ
ん

(布
美
町
)
山
崎

昭
利
さ
ん
(
神
丘
)
‘
五
十
歳
代
で
は

河
閏
光
雄
さ
ん
(
神
丘
)
館
田
哲
蔵
さ

し金 地 石
こでしのの特
。はか異 三 別
町どしな 会 会
のう ‘つ首十すl
簡 L数たを玄
易て年水編導
水 も 来 i草成営
道維の料しさ
の持入金てれ
閣で件もいて
説き費一まい
と:ず正本しる
新 、言語化た簡
しゃ楊しが易
いむ価て、本

料を の理杢逗
金ぇ他電を lj.
にず上す IKZ註
ご料りるよは
協金にこり従
力のよと各来
を改りに会
お吾I 、な日す今
願に現りを金
い踏行ま ー
しみのし不有n
ま切さベイヒ川
すり~ し
。ま科 各花

今
金
町
的
簡
易
水
道
は
昭
和
四
十
年

一
丹
、
市
街
地
を
中
心
に
給
水
さ
れ
・

凶
十
六
年
に
稲
川
地
区
「
四
十
八
年
に

は
花
石
地
区
に
水
泊
施
設
が
完
成
し
ま

し
た
。
ニ
れ
に
よ
り
現
在
的
給
水
人
口

は
三
地
区
を
合
せ
千
五
百
十
八
戸
、
四

千
九
百
人
と
町
の
総
人
口
に
対
し
五
O

%
の
普
及
率
を
示
し

て
い
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、

最
近
に
お
け
る
地
下

水
位
向
変
化
と
水
質

悪
化
等
の
事
情
に
よ

り
飲
料
水
町
確
保
に

困
難
を
来
た
し
て
い

る
地
域
が
少
く
な
い

状
況
に
あ
り
ま
す
の

で
、
こ
れ
ら
の
地
域

に
つ
い
て
は
営
農
用

水
と
的
関
連
な
ど
に

よ
る
事
業
に
よ
り
、

プ
ー
ル
よ
り
小

さ
い
貯
水
池
は
水

一

需
要
に
応
じ
ら
れ
一

な
い
現
状
で
す
。
一

で
過
不
足
を
精
算
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
.

ま
た
、
従
来
使
用
料
金
を
集
金
し
て

い
ま
し
た
が
、
こ
れ
を

一
斉
行
わ
ず
納

入
者
に
窓
口
払
い
や
口
座
振
替
制
度
を

利
用
し
て
い
た
だ
〈
こ
と
に
よ
り
職
貝

一
名
門
人
件
費
を
節
減
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

し
か
し
、
新
料
金
に
改
訂
し
て
も
五

十
年
度
内
予
算
で
は
水
道
経
賛
同
約
七

一
ニ
%
し
か
賄
わ
れ
ず
残
り
は

一
般
会
計

に
た
よ
る
よ
う
な
状
態
で
す
。

こ
の
よ
う
な
事
情
を
ご
埋
解
い
た
だ

き
、
健
全
な
事
業
的
運
営
の
た
め
に
ご

協
力
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た

し
ま
す
。
町
と
し
て
も
経
営
の
合
理
化

に
努
め
清
浄
な
水
を
州
梓
帥
に
、

安
い
料

金
で
み
な
さ
ん
に
供
給
す
る
よ
う
努
力

し
ま
す
。

水
町
時
時
保
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん。
一
方
、
生
話
械
式
的
向
上
や
給
水
丸

ロ
的
地
加
に
と
も
な
い
今
金
市
街
地
に

お
い
て
は
、

一
日
最
大
使
用
泣
は
千
二

百
ト
ン
に
逮
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対

し
て
現
在
の
貯
水
能
力
は
三
百
ト
ン
し

か
な
J
¥
今
小
プ
ー
ん
の
水
量
三
百
七

十
五
ト
ン
に
も
及
ぴ
ま
せ
ん
。
で
す
か

ら
一
日
三
1
四
回
転
し
な
け
れ
ば
水
道

は
止
ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
の
た
め
渇
水
時
期
に
な
る
と
自
動

的
に
補
給
施
設
の
井
戸
式
か
ら
給
水
す

る
し
く
み
に
な
っ
て
は
い
る
も
の
の
、

い
つ
ま
で
も
こ
れ
に
頼
る
わ
け
に
は
い

F
ま
せ
ん
。

や
は

q
将
来
の
水
需
要
の
地
加
に
備

え
て
水
道
施
設
の
拡
浪
部
業
を
行
っ
て

い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
都
市
下

水
道
的
経
備
に
よ
る
水
洗
化
時
代
、
非

常
火
災
に
対
応
で
き
る
配
水
管
町
布
設

各
地
域
的
貯
水
池
町
新
設
な
ど
何
憶
も

の
事
業
費
が
か
か
り
ま
す
が
、
か
と
い

っ
て
や
ら
な
い
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

こ
れ
ら
の
建
設
費
は
い
ず
れ
も

一
般

会
計
か
ら
の
町
費
負
担
と
わ
ず
か
な
国

の
起
償
(
借
金
)
に
よ
っ
て
進
め
て
い

(1給水料金

樋 耳目
基本料金 超過料金

ホ 量 料金 (1カ月) 水 量 料金(1立方米)

家 庭用 8 m' 440円 1 m' 60 同

営 業用 40m' 2，000 1 m' 55 

私設消火栓 50m' 1，000 1 m' 20 

{
八
ト
ン
ま
で
)
四
百
四
十
円
に
超
通

料
金
(
一
ト
ン
増
す
ご
と
に
六
十
円
)

百
二
十
円
と
メ
ー
タ
ー
器
使
用
料

(U

M
)
百
六
十
円
が
加
算
さ
れ
水
道
使
用

料
は
七
百
二
十
円
と
な
り
ま
す
。

八
ト
ン
未
満
の
家
庭
で
は
基
本
料
金

と

メ

タ

l
器
使
用
料
で
六
百
円
に
な

り
ま
す
。
八
ト
ン
を
灯
油
の
ド
ラ
ム
缶

に
換
算
し
ま
す
と
四
十
本
町
水
量
に
な

り、

一
本
当
り
十
五
円
に
相
当
し
ま
す
。

使
用
量
の
調
査
で
は
五
十
本
以
上
使

用
す
る
家
庭
が
約
五
O
%
を
占
め
て
い

る
こ
と
か
ら
水
の
需
裂
は
大
き
い
と
い

え
ま
し
ょ
う
。

こ
の
新
料
金
は
七
月

一
日
か
ら
適
用

さ
れ
、
月
的
使
用
料
金
算
定
に
あ
た
っ

て
は
前
年
皮
肉
平
均
使
用
料
金
を
概
算

払
い
と
し
て
毎
月
納
入
し
て
い
た
だ
き
、

後
日
メ
ー
タ
ー
の
点
検
を
行
っ
た
時
占

ん

(高
美
阿
)
が
出
場
。
成
総
も
河
田

さ
ん
二
十
二
位
、
館
田
さ
ん
十
五
位
と

(2)メーター器使用料

極別(口径 I13mm 

停，伊丹伊 I 1ω円

管内町村の水道使用料

十
五
キ
ロ
を
完
走
す
る
健
闘
よ
り
で
九

月
に
静
岡
県
で
開
催
さ
れ
る
世
界
ロ
ー

ド
レ

l
ス
に
か
け
る
夢
も
大
き
い
よ
う

で
す
。今

金
消
防
団
に
表
彰
旗

消
防
人
と
し
て
の
使
命
を
認
識
し
伝

統
あ
る
消
防
精
神
を
悶
め
よ
う
l
と
六

月
二
十
六
日
逃
消
防
協
会
主
似
の
全
逃

消
防
大
会
が
小
樽
市
で
聞
か
れ
、
そ
の

席
上
‘
今
金
町
消
防
団
に
表
彰
旗

(写

真
)
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
日
ご
ろ
団
貝
の
規
律
あ
る
技

能
と
消
防
磁
設
の
艶
備
改
善
に
努
力
し

る
の
炉
実
情
で
す
。

ご
承
知
の
よ
う
に
、
水
道
卒
業
は
病

院
会
計
同
様
、
公
営
企
業
の
独
立
採
算

制
を
原
則
と
し
て
、
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

を
受
け
る
人
が
、
そ
の
費
用
を
負
担
し

て
い
〈
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
ま
す
が
、

水
道
事
業
の
性
格
か
ら
み
て
採
算
を
度

外
視
し
て
で
も
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
「
公
共
性
」
が
あ
る
わ
け
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
ま
ま
の
状
態
で
す
と

将
来
的
町
民
サ
ー
ビ
ス
の
た
め
の
新
し

い
事
業
に
全
〈
部
手
で
き
な
い
ば
か
り

で
な
J
¥
現
状
を
維
持
す
る
こ
と
さ
え

も
極
的
て
困
難
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
巴

昭
和
五
十
年
度
で
は
、
使
用
料
収
入

町
同
額
に
近
い
一
千
万
円
の
赤
字
が
見

込
ま
れ
年
ご
と
に
財
政
事
情
は
悪
化
し

て
い
く

一
方
で
す
。

こ
の
た
め
、
と
り
あ
、
え
ず
最
少
限
度

の
予
算
を
維
持
す
る
必
一
要
か
ら
、

新
設

以
来
十
年
問
、
水
道
料
金
を
措
置
き
し

て
い
た
今
金
地
区
を
、
樋
川
、
花
石
地

区
の
料
金
ま
で
引
左
上
げ
る
こ
と
に
い

た
し
ま
し
た
。

基
本
水
量

八
ト
ン
で
六
百
円
に

新
し
い
水
道
使
用
料
金
は
表
的
と
お

り
で
す
が
、
こ
の
料
金
の
判
判
定
方
法
は

従
来
ど
お
り
「
基
本
料
金
」
と

「超
過

料
金
」
そ
れ
に
「
メ
ー
タ
ー
鴇
使
用
料

」
が
加
算
す
る
仕
組
み
で
す
。

た
と
え
ば

一
般
家
庭
で
十
ト
ン
の
水

量
を
使
用
し
た
と
す
る
と
‘
基
本
料
金

C 

町 名 基本水量 料金(一般) 超過料金 量水器

北楠山 10 m' 600 阿 @m' 60 PHI3輪 同

瀬 棚 10 350 30 90 

大 J此 10 800 70 風土 400 

n~ 石 8 600 60 池上 70 

乙 剖i 8 900 80 矧すけ

厚 沢 部 8 900 60 " 
江 差 B 420 53 地下 50 

グヲ 丈ヒ
六功
図績
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き

者象

と

対

~~ 
刀電=人

気軽なJJA畿で参加を

成第 27回

とき /8月14日-16日

主催/今金町産業まつり振興会

催し/歩行者天園、ぴつ〈 り市、牧場まつり

愛犬展覧会、野外政芸会、執馬競技

少年野球大会、千人おどりほか

産業まつリ

…一一

第 5回

‘・

一司山
四
十
歳
は
人
生
の
曲
り
角

一川

社
会
保
険
事
務
所
で
は
‘
中
小
企

酬
業
に
働
い
て
い
る
加
入
者
や
そ
の
家

川
族

(主
婦
)
の
う
ち
、
四
+
歳
以
上

酬

の
方
に
成
人
病
平
防
検
査
を
お
す
す

川

'

川
め
し
て
お
り
ま
す
a

酬

こ
の
検
査
は
、
問
や
胸
の
レ
ン
ト

川
ゲ
ン
検
査
、
心
電
園
、
肝
蔵
、
血
液

酬
な
ど

一
通
り
の
検
査
を
約
半
日
で
行

酬
い
、
費
用
は
千
円
だ
け
負
担
し
て
い

酬
た
だ
〈
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

川
希
望
さ
れ
る
方
は
役
場
総
務
企
画

川
謀
庶
務
係
へ
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

川
園
感
謝
し
ま
す
図

州

立

舟
図
的
施
設
充
失
の
た
め
、
み

酬
な
さ
ん
か
ら
次
の
よ
う
な
多
〈
の
普

酬
泣
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
(
敬
称
略
)

酬

樋

川

老

人
ク
ラ
ブ
理
髪
椅
子
、

州
佐
々
木

一
夫

(栄
町
)
車
い
す
、
手

川
押
率
、

今
金
は
く
さ
ん
魔
法
ぴ
ん

川
三
個
、
小
川

υさ
(
南
栄
町
)
率
い

州
す
、
井
村
商
庖
お
し
ぼ
り
五
O
枚

酬
今
金
民
生
委
貝
一
同
三
千
円
、
獅
子

川
戸
な
つ
よ
(
鈴
金
)
一
万
円
、
加
藤

川
五
郎

(樋
川
)
冷
蔵
庫
、
渡
部
繁

(

川
横
川
)
十
万
円
、
松
尾
岨
代
治
(
稲

川
線
)
十
万
円
、
樋
川
婦
人
会
六
万
四

川
表
千
家
和
幸
会
五
千
同、

今
金
ラ

川
イ
オ

ン
ズ
ク
ラ
ブ
チ
ャ
イ
ム
)
式
、

川

今
金
婦
人
会
日
赤
奉
仕
団
、
お
む
つ

州

二
百
十
五
枚
、
渡
部
議
光

(札
眺
)

川
ツ
ツ
ジ
二

O
本
、
今
金
老
人
ク
ラ
ブ

幻

州
五

千

円

、

〔



今私2fい町7fク
(1) 

気
を
つ
け
よ
う

みんなの道路た/ルールを守ってきちんと走ろう

"~ 向井英樹くん)

スピード出すな事故のもと

背坂裕一〈ん)

せまい道

(樋川中 1年

(住吉'1';)ヤ

(樋川中2年渡辺美樹子さん)

ゆずりあう 心が築く 明るい町
考
人
子
ど
も
の
通
る
道

丸
山
裕
子
さ
ん
)

町
民
ひ
と
り

一
人
が
交
通
ル
ー
ル
を

身
に
つ
け
安
心
し
て
通
行
で
き
る
町
づ

く
り
を
!
と
六
月
三
十
日
に
第
二
囲
内

緊
急
交
通
安
全
対
策
会
識
が
開
か
れ
ま

し
た
。
こ
れ
は
公
安
委
只
会
の
意
向
で

あ
る
「
市
街
地
道
路
町
全
面
駐
祭
」
に

対
す
る
問
題
点
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た

も
の
で
す
が
‘
前
図
的
会
議
で
決
議
し

た
「
町
民
総
ぐ
る
み
運
動
に
よ
る
自
主

規
制
」
に
依
存
し
て
い
て
は
、
子
ど
も

た
ち
の
自
転
車
通
行
禁
止
が
い
つ
に
な

っ
て
も
解
除
さ
れ
な
い
、
道
路
町
両
側

に
相
対
駐
車
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
が

守
ら
れ
な
い
な
ど
の
理
由
と
、
税
在
的

道
路
は
道
交
法
か
ら
み
て
も

一
台
し
か

駐
車
で
き
な
い
狭
い
道
路
幅
で
あ
る
と

い
う
こ
と
か
ら
‘
公
安
委
員
会
で
は
「

全
面
駐
禁
」
を
前
提

と
し
て
「
片
側
通
行

」
を
今
年
の
秋
ご
ろ

ま
で
の
実
態
を
み
て

規
制
す
る
と
い
う
も

の
で
す
。

(
極
川
中
一
年

画趣極圏幽

こ
れ
に
対
し
て
会

議
で
は
、
早
急
に
広

い
公
共
駐
車
場
的
確

保
が
困
難
で
あ
る
-
』

と
か
ら
.
自
主
規
制

の
徹
底
を
図
る
.
今

は
、
自
動
車
に
自
転

車
や
歩
行
者
ま
で
も

道
路
を
奪
わ
れ
て
い
る
ー
な
ど
歩
行
者
、

運
転
者
、
商
庖
側
の
各
立
場
的
意
見
が

交
差
し
た
に
と
ど
ま
り
ま
し
た
。

今
後
の
対
策
と
し
て
は
、
現
況
の
交

通
実
態
を
検
討
し
な
が
ら
町
民
み
ん
な

の
交
通
7

ナ
!
の
高
揚
を
図
り
、
町
民

総
ぐ
る
み
運
動
を
推
進
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
は
交
通
事
故
の
多
発
が
予

想
さ
れ
ま
す
。
み
ん
な
で
事
故
を
起
き

な
い
よ
う
に
注
意
し
た
い
も
の
で
す
。

ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
義
務

七
月
か
ら
自
動
二
輪
車
に

過
函
間
交
通
法
的
一
部
が
改
ぷ
晴
、
れ
・

七
月
一
日
か
ら
自
動
二
輪
車

4
d加
国
以

上
)
を
運
転
し
た
り
、
同
乗
す
る
人
は

必
ず
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
活
用
し
な
け
れ
ば

謹
且
と
な
り
ま
す
。

こ
れ
に
違
反
し
ま
す
と
違
反
点
数
一

点
で
六
占
に
な
る
と
免
停
に
な
り
ま
す
。

警
虫
記
庁
の
捌
べ
で
は
、
オ
ー
ト
バ
イ

の
交
通
事
故
死
者
は
、
毎
年
二
千
人
前

後
で
今
年
も
五
月
末
ま
で
に
六
百
五
十

五
人
に
の
ぼ
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
っ
ち

頭
を
打
っ
て
死
亡
し
た
の
は
五
百
三
人

で
、
そ
の
入
側
近
く
が
ヘ
ル
メ
y
ト
を

活
用
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
@
い
か

に
ヘ
ル
メ
y
ト
が
生
命
を
守
る
か
を
示

し
て
い
ま
す
。

な
お
、
ヘ
ル
メ
y
ト
を
購
入
す
る
際

は
安
全
マ

1
7、
ま
た
は

S
G
7

ク

が
表
示
さ
れ
た
も
の
を
選
占
、
-
と
を
お

す
す
的
し
ま
す
。

戦
没
者
の
遺
族
に

特
別
弔
慰
金
が
支
給
さ
れ
ま
す

終
戦
三
十
周
年
に
あ
た
り
、
戦
没
者

向
遺
族
に
対
し
、
固
と
し
て
改
め
て
特

別
の
弔
慰
の
意
を
表
す
た
め
、
次
の
と

お
り
、
新
た
に
特
別
弔
慰
金
(
二
十
万

円
、
十
年
償
還
の
国
償
)
が
支
給
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

骸
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
は
、
役
場

福
性
剤
師
福
祉
保
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

マ
こ
の
特
別
弔
慰
金
を
受
け
ら
れ
る
か

た
は
、
公
務
に
よ
る
戦
没
者
向
遺
族
で

昭
和
五
十
年
四
月
一
日
に
、
遺
族
年
金
、

遺
族
給
与
金
(
特
例
年
金
等
を
含
む
)

も
ぜ
ひ
二
十
議
に

な
り
ま
し
た
ら
、

国
民
年
金
に
加
入

す
る
手
続
を
役
場

年
金
係
で
し
て
下

さ
い
.

ナーコんきんね

が
「
自
ら
生
き
抜
く
」
た
め
に
欠
〈
こ

と
の
で
き
な
い
こ
と
な
の
で
す
。

国
民
年
金
は
、
こ
れ

」り
の
事
態
に
備

え
る
た
め
に
生
れ
た
制
度
で
す
。
つ
ま

り
二
十
歳
以
上
何
人
で
会
社
や
官
公
庁

な
ど
に
勤
め
て
い
な
い
人
は
、
男
女
を

附
わ
ず
必
ず
加
ム
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
ニ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

国
民
年
金
に
加
入
し
、
ど
ん
な
と
き

に
も
安
心
で
き
る
生
活
を
送
る
た
め
に

科
r千
円
発
達
に
よ
っ
て
炊
事
、
洗
沼

山
川
除
主
ど
王
紛
の
仕
事
は
む
か
し
に

比
べ
て
ず
い
よ
ん
楽
に
な
り
ま
し
た
が

結
婚
し
た
主
婦
が
考
え
る
生
活
設
計
は

先
ず
第

一
に
家
を
建
て
る
こ
と
、
つ
ぎ

に
屯
化
製
品
を
購
入
す
る
こ
と
、
そ
し

て
レ
ジ
ャ
ー
の
た
め
の
平
の
腕
入
す
る

汁
闘
を
た
て
る
こ
と
の
よ
う
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
奥
さ
ん
の
場
合
は
ど
の

四
よ
う
な
生
活
設
汁
を
お
も
ち
で
す
か
.

国

L
っ
と
先
の
こ
と
、
つ
ま
り
老
後
向

日
生
前
立
討
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま

叫
す
か
。

一

貯
?
で
過
そ
、
7
と
し
て
い
ま
す
か
。

一
あ
る
い
は
ご
主
人
の
年
金

(恩
給
)
で

一
幕
そ
、
?
と
し
て
い
ま
す
か
。

付
加
年
金

制
度
と
は

国
民
年
金
制
度
は
、
定
傾
向
保
険
料

を
拠
出
し
、
定
傾
向
年
金
給
付
を
う
け

る
仕
組
み
に
な
っ

τい
る
が
、
被
険
者

の
聞
か
ら
同
い
年
金
を
負
担
し
て
、

よ
り
町
飢
同
年
金
を
と
の
嬰
望
が
向
ま

り
、
昭
和
四
十
五
年
↓
月
か
ら
い
わ
ゆ

る
H

所
得
比
例
制
度
。
が
も
=
ヲ
け
ら
れ

ま
し
ト
、

最
近
向
調
去
に
よ
リ
ま
す
と
、
今
後

舟
命
は
ま
す
ま
す
仰
び
、
ご
主
人
と
奥

さ
ん
の
斗
併
の
泣
、
川
町
と
止
の
舟
命
的

差
か
旬
、
少
〈
と
も
十
年
以
上
は
ご

主

人
よ
り
長
生
き
す
る
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
貯
金
で
と
か
、
ご
主
人
的
年
金
(

主
婦
と
年
金

恩
給
)
で
と
か
の
老
後
生
訴
は
、
め
ざ

ま
し
い
発
展
を
み
せ
て
い
る
現
代
で
は

頼
り
な
'
¥
ま
た
時
代
お
〈
れ
と
い
え

ま
し
ょ
う
。

年
金
制
度
と
は
.
普
段
の
生
活
町
中

に
老
後
の
生
活
を
組
入
れ
る
生
活
設
計

公
務
扶
助
料
(
特
例
扶
助
料
を
含
む
)

な
ど
を
受
け
ら
れ
る
か
た
が
い
な
い
場

合
で
、
具
体
的
に
は
次
の
と
お
り
で
す
。

付
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
(
目
撃
事

変
勃
発
の
日
)
以
後
に
死
亡
し
た
戦

没
者
の
遺
族
で
あ
っ
て
、
昭
和
四
十

年
制
定
当
初
の
特
別
弔
慰
金
支
給
法

及
び
昭
和
四
十
一
年
、
昭
和
四
十
四

年
若
し
く
は
昭
和
四
十
七
年
改
正
後

の
特
別
弔
慰
金
支
給
法
の
規
定
に
よ

る
特
別
弔
慰
金

(
三
万
円
)
を
受
け

て
い
る
者
。

当
初
は
所
得
の
あ
る
被
保
険
者
し
か

加
入
で
き
な
か
っ
た
た
め
そ
の
よ
う
に

呼
ば
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
昭
和

四
十
九
年
一
月
に
所
得
要
件
が
廃
止
さ

れ
て

n
付
加
年
金
制
度
。
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
す
。

こ
の
制
度
は
、

一
ヵ
月
四

O
O内
向

保
険
料
を
付
加
し
て
納
付
し
、

主
齢
年

金
又
は
通
算
老
齢
年
金
に
つ
い
て
、
年

額
で

「二

O
O円
に
付
加
保
険
料
納
付

月
数
を
来
じ
て
得
た
額
し
を
付
加
し
て

支
給
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
保
険
料
的

納
付
の
免
除
を
う
け
て
い
る
場
合
を
除

き
、
被
保
険
者
が
任
意
に
加
入
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
内
刷
業
者
年
金

基
金
の
被
保
険
者
は
、
当
然
付
加
年
金

に
加
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

で
あ
り
、
ご
主
人
だ
け
で
な
く
奥
さ
ん

日
身
に
も
必
袋
主
こ
と
で
す
。

川
民
年
令
で
は
、
サ
ラ
リ
マ
ン
内

奥
さ
ん
が
安
定
し
た
は
世
の
座
を
守
れ
る

よ
う
に
、
希
望
す
れ
ば
加
入
で
さ
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
奥
さ

ん
が
保
険
料
を
納
的
、
奥
き
ん
自
身
内

年
金
と
し
て
六
十
五
歳
か
ら
老
齢
年
令

を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

一
本
を
処
て
る
こ
と
‘
卓
今
品
川
H

う
問
題

も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
老
後
的
生
活
設

け咋川

L
新
し
い
角
度
か
ら
考
え
て
み
て
は

い
か
が
で
し
ょ
3
0

新
し
い
時
代
の
新
し
い
生
活
様
式
に

「
国
民
年
金
に
加
入
L

す
る
こ
と
を
お

す
す
め
し
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
特
別
弔
慰
金
を
受
け

る
権
利
が
あ
っ
た
が
、
時
効
に
よ
り

受
け
る
専
」
と
が
で
き
な
か
っ
た
有

注
遺
族
援
護
法
に
よ
る
弔
慰
金
を

受
け
な
か
っ
た
た
め
、
特
別
弔
附
釜

も
受
け
な
か
っ
た
者
を
含
む
。

日
昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
以
降
に

死
亡
し
た
戦
没
者
向
遺
族
で
あ
っ
て
、

昭
和
四
十
七
年
四
月
二
日
か
ら
昭
和

五
十
年
四
月
一
日
ま
で
の
問
に
遺
挟

年
金
な
ど
の
受
給
者
が
死
亡
し
た
場
合
。

岡
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
か
ら
昭
和

十
六
年
十
二
月
七
日
ま
で
の
聞
に
死

亡
し
た
戦
没
者
の
遺
族
で
、
仮
に
戦

没
者
が
昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
以

後
に
お
い
て
死
亡
し
た
と
し
た
な
ら

ば
、
遺
族
援
護
法
の
弔
慰
金
が
受
け

ら
れ
る
こ
と
と
な
る
者

成
人
向
日
と
は
「

一
人
前
向
大
人
に

な
っ
た
こ
と
を
自
覚
し
自
ら
生
き
抜
こ

う
と
す
る
青
年
を
励
ま
す
日
」
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

み
な
さ
ん
は
‘
こ
れ
か
ら
長
い
人
生

を
自
ら
の
手
で
生
き
抜
い
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
.
し
か
し
こ
の

「
生
き
抜
〈
」
と
い
う
こ
と
は
、
容
易

な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

順
風
に
乗
A
V
、
理
恕
を

一つ

一
つ
実

現
し
て
い
く
た
く
ま
し
い
若
者
も
多
勢

い
ま
す
。
し
か
し
ケ
ガ
や
病
気
の
た
め

に
人
生
を
大
き
〈
迂
回
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
人
、
ま
た
夫
に
先
立
れ
幼
い
子

ど
も
を
抱
え
て
途
方
に
〈
れ
る
人

こ
町
よ
ー
な
不
慮
の
災
難
に
見
舞
わ
れ

る
人
も
冷
っ
し
て
少
主
〈
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
老
齢
に
よ
る
収
入
町
減
少
・

生
活
能
力
的
お
と
ろ
え
は
だ
れ
で
も
が

必
ず
経
験
し
な
け
れ
ば
主
ら
な
い
こ
と

で
す
。
い
ま
哨
れ
て
成
人
式
を
迎
え
、

こ
れ
か
ら
新
し
い
人
生
町
ス
タ
ー
ト
を

切
ろ
う
と
し
て
い
る
み
主
さ
ん
に
、
不

慮
の
災
難
や
老
後
に
考
え
な
さ
い
と
い

う
の
は
‘
一
見
先
走
っ
た
感
じ
を
与
え

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
う
し
た
事

態
に
備
え
る
と
い
う
こ
と
は
み
主
さ
ん

仁i
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国
昭
和
四
十
七
年
四
月
二
日
か
ら
昭

和
五
十
年
四
月
一
日
ま
で
の
聞
に
遺

族
援
護
法
の
弔
慰
金
の
受
給
権
だ
け

を
取
得
し
た
有

マ
こ
の
特
別
市
慰
金
を
受
け
ら
れ
る
遺

族
的
範
囲
は
、
原
則
と
し
て
戦
没
者
が

亡
く
な
ら
れ
た
当
時
に
お
け
る
戦
没
者

の
兄
弟
姉
妹
ま
で
の
遺
族
と
し
、
遺
族

援
護
法
に
よ
る
弔
慰
金
が
三
親
等
の
遺

族
に
裁
定
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
そ
の

三
親
等
の
遺
族
と
す
る
。
ま
た
、
こ
の

特
例
弔
慰
金
の
国
償
に
対
す
る
第
一
回

目
何
償
還
は
昭
和
五
+
一
年
六
月
十
五

日
で
、
最
終
は
昭
和
六
十
年
六
月
十
五

日
、
申
輸
の
時
効
は
昭
和
五
十
三
年
三

月
三
十
一
日
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

免
除
期
間
の
保
険
料

は
返
納
で
き
ま
す

国
民
年
金
制
度
で
は
、
す
べ
て
の
人

が
長
期
間
保
険
料
を
納
め
続
け
る
こ
と

が
で
き
主
い
こ
と
を
予
怨
し
て
、
特
に

保
険
料
の
納
入
を
免
除
す
る
制
度
が
あ

り
ま
す
。

し
か
し
長
期
間
生
柄
困
窮
状
態
が
続

〈
こ
と
は
ま
れ
で
あ
り
、
一
時
的
に
収

入
が
む
く
て
も
、
後
年
に
お
い
て
資
力

を
回
復
し
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
の
で

き
る
こ
と
も
考
え
ら
札
ま
す
の
で
こ

れ
名
人
た
ち
の
た
め
に
保
険
料
ゃ
径

か
句
納
め
る
方
法
、
つ
ま
リ
追
納
制
度

を
取
り
入
れ
て

い
ま
す
。

こ
の
方
法
は
、
保
険
料
を
納
め
る
こ

と
の
で
き
な
い
人
に
も
老
齢
年
金
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
ー
に
と
免
除
制

を
取
り
入
れ
て
い
ま
す
が
‘
ニ
町
制
度

を
利
用
す
る
と
普
政
に
保
険
料
を
納
め

た
人
的
%
の
年
令
.し
か
支
給
さ
れ
な
い

仕
組
み
に
な
っ
て

い
ま
す
。

そ
こ
で
、
こ
の
免
除
さ
れ
た
保
険
料

を
経
済
的
に
ゆ
と
り
の
で
き
た
と
き
、

ま
と
め
て
納
め
た
人
に
は
保
険
料
を
す

べ
て
納
め
た
人
と
川
械
の
年
金
制
が
支

給
さ
れ
る
こ
と
に
主
っ
て
い
ま
す
の
で

先
に
保
険
料
の
免
除
多
長
け
た
人
で
、

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
人
は
、
ぜ
リ
追
納
す
る
よ
、
》

に
し
て
く
だ
さ
い
。

追
納
す
る
人
は
役
場
年
令
依
に
お
申

し
山
〈
だ
さ
い
。



(2) 

わ
が
国
に
お
け

る
年
金
制
度
の
歴

史
は
、
速
く
明
治

八
年
の
大
政
官
逮

「
陸
軍
武
官
傷
夷

扶
助
及
ヒ
死
亡
ノ

者
務
長
並
ユ
其
家

族
扶
助
概
則
」
に

源
を
発
す
る
恩
給

法
に
ま
で
そ
及
せ

ざ
る
を
待
な
い
。

こ
れ
ら
の
制
度
は
、

当
初
明
治
維
新
後

に
治
安
平
定
の
た
め
の
戦
死
傷
者
向
救

済
制
度
と
し
て
出
発
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
次
第
に
文
官
に
も
拡
張
さ
れ
、
退

職
に
対
す
る
給
付
に
ま
で
そ
の
範
囲
が

及
ぶ
よ
、
〉
に
な
っ
た
。

結
局
、
恩
給
制
皮
肉
骨
子
と
な
る
も
の

は
、
文
武
の
両
面
に
わ
た
る
官
史
階
層

的
提
供
す
る
公
務
上
向
サ
ー
ビ
ス
に
対

す
る
補
償
と
し
て
‘
公
務
上
町
死
刑
闘
の

発
生
に
阻
出
し
て
、
又
は
、
退
職
に
際
し

て
生
活
の
保
障
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り

間
抜
的
に
国
民
軍
や
国
民
に
対
す
る
奉
仕

の
料
神
を
じ
よ
?
成
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。

、、、E

，，，
a
E

・・
，，t
E

、、

歴史的なりたち

年金制度の
ナコんきんね

軍
人
に
対
す
る
恩
給
は
敗
戦
に
よ
り

停
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
(
そ
の

後
再
び
給
付
の
み
復
活
さ
れ
て
い
る
。)

文
官
に
対
す
る
恩
給
は
、
地
方
自
治
法

的
制
定
、
公
社
内
設
立
等
に
よ
る
分
化

を
経
て
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
と

し
て
そ
の
名
践
を
と
ど
め
て
い
る
。

「

恩
給
法
の
適
用
の
な
い
琉
用
人
に
対

す
る
補
助
的
、
代
替
的
制
度
と
し
て
出

発
し
た
の
が
、
い
わ
印
る
官
業
に
お
け

る
共
済
組
合
制
度
と
し
て
の
八
怖
以
鉄

所
に
共
済
組
織
が
で
き
た
の
は
明
治
三

十
八
年
で
あ
る
が
、
又
こ
の
段
階
で
は

加
入
は
任
守
で
あ
っ
た
が
、
翌
年
創
ら

れ
た
国
鉄
の
従
業
貝
に
対
す
る
共
済
組

合
「
帝
国
鉄
道
庁
救
済
組
合
」
は
‘
ド

イ
ヅ
に
お
け
る
社
会
保
険
制
度
を
参
考

と
し
て
つ
く
ら
れ
た
共
済
組
合
の
は
じ

ま
り
で
あ
り
、
そ
の
後
次
々
と
専
売
局
、

印
刷
、
逓
信
、
造
幣
‘
営
林
等
の
現
業

官
庁
に
共
済
組
合
制
度
が
も
う
け
ら
れ

た
。こ

れ
ら
の
制
度
に
お
け
る
給
付
は
、

当
初
は
災
害
補
償
を
主
と
し
た
も
の
て

あ
っ
た
が
、
後
は
退
職
に
対
す
る
年
金

制
支
も
も

7
け
句
札
、
今
日
に
お
け
る

各
共
済
組
合
に
至
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
制
度
に
お
い
て
は
光
足
の
当
初
よ

り
、
被
席
者
同
保
険
料
負
担
が
規
定
さ

れ
て
い
た
も
の
の
、
制
度
の
本
質
は
多

分
に
閉
担
目
的
で
あ
り
、
家
族
主
義
的
色

彩
が
か
な
り
強
い
も
の
で
あ
っ

た
。

道
府
県
や
市
町
村
に
お
い
て
も
、
吏

貝
に
つ
い
て
は
、
図
的
恩
給
制
度
を
ま

ね
た
退
隠
料
条
例
が
も
う
け
ら
れ
て
来

て
お
り
、
こ
れ
が
今
日
内
地
方
公
ー
脅
H

共
済
組
合
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
リ

ま
す
。

(
次
号
に
つ
づ
く
)

* 
ホ

キ

* 
* 
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夏
休
み
中
は
海
や
山
へ
の
行
楽
な

と
休
み
を
利
用
し
て
の
少
年
の
戸
外
活

動
が
多
く
な
り
ま
す
。
学
校
や
家
庭
か

ら
の
解
放
感
な
ど
の
気
の
ゆ
る
み
か
ら
、

少
年
の
非
行
が
多
く
な
る
時
期
で
す
。

毎
年
の
こ
と
で
す
が
、
こ
の
時
期
に

補
導
さ
れ
る
少
年
は
ふ
だ
ん
の
日
に
く

ら
べ
非
常
に
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
非

行
の
内
容
も
万
引
き
、
事
を
利
閉
し
て

の
斑
み
、
シ
ン
ナ
ー
の
乱
用
な
ど
が
目

立
ち
、
ま
た
、
犯
罪
に
は
い
た
り
ま
せ

ん
が
、
飲
酒
、
喫
煙
、
夜
遊
び
不
良
交

友
な
ど
で
補
導
さ
れ
る
少
年
も
多
く
な

り
ま
す
。

夏
休
み
を
楽
し
く
有
意
義
に
過
ご
さ

せ
る
た
め
、
次
の
こ
と
に
心
が
け
る
と

と
も
に
、
両
親
を
は
じ
め
地
域
的
人
た

ち
が
子
ど
も
の
生
活
に
強
い
関
心
を
も

一

、
血
曹
司
温
調
}
び
一

い
円
へ
ヘ
岬
唯
一

j

y

一

一

宮

司

刊

三

日

一

↑、

〉

〈

"

〈

日

〈

子

一

ド
A
9

-

一
{

↑

叫

一

hz
-

J
E，知
一

ち
、
し
っ
か
り
し
た
指
導
と
注
意
を
与

え
て
や
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

マ
暖
か
い
家
庭
の
ふ
ん
い
気
を
つ
く
り

子
ど
も
と
楽
し
く
語
り
合
、
つ
場
を
も

っ
。

マ
子
ど
も
に
対
し
、
社
山
性
の
あ
る
規

則
正
し
い
生
活
を
指
出
守
す
る
。

マ
外
出
は
、
用
件
、
行
先
、
帰
宅
時
間

一

を
削
き
、
と
く
に
夜
間
の
女
子
の
ひ

一

と
り
歩
き
は
さ
せ
な
い
よ
う
に
。

一

マ
海
水
浴
、
キ
ャ
ン
プ
な
と
は
家
族

一

と
い

っ
し
ょ
に
行
く
か
、
責
任
の
あ

一

る
引
率
者
と
行
か
せ
る
。

一

マ
花
火
遊
び
は
広
い
場
所
を
選
ぶ
よ
う

一

に
し
、
水
な
ど
も
用
芯
し
て
お
と
な
一

が
見
守
る
な
か
で
さ
せ
る
。

一

〔水
の
事
故
か
ら
守
ろ
う
〕

一

い
よ
い
よ
本
格
的
な
夏
が
や
っ
て
き

一

食
べ
す
き
飲

ま
し
F、
毎
年
七
月
か
ら
八
月
に
か
け

一

み
す
ぎ
匁
冷
え

て

海

や

川

で

の

水

死

事

故

が

多

発

し

て

一

な

ど

に

よ

る

消

い
ま
す
。

一

化
不
良
。
そ
れ
に
、
こ
れ
か
ら
の
季
節

お
互
い
に
次
の
こ
と
を
守
っ
て
事
故
一
に
多
い
食
中
毒
な
ど
、
お
な
か
を
こ
わ

の
な
い
楽
し
い
夏
を
過
ご
し
ま
し
ょ
う
。
一

寸
原
因
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
と
く

マ
立
ち
入
り
禁
止
の
川
や
沼
、
海
水
浴
一
に
小
さ
い
お
子
き
ん
の
場
合
、
む
冷
え

場
以
外
的
区
域
内
海
で
は
絶
対
泳
が

一
が
原
因
て
顔
色
が
惑
い
と
い
ヲ
例
が
多

な
い
。

一

い
よ
う
で
す
。

マ
ふ
だ
ん
子
ど
も
が
遊
ん
で
い
る
場
所

一

昼
間
、
く
た
く
た
に
な
る
ほ
ど
遊
び

を
よ
く
知
っ
て
お
き
、
幼
児
は
つ
ね

一

つ
か
れ
た
お
子
さ
ん
に
、
胸
か
ら
足
の

に
保
護
者
向
自
の
と
ど
く
場
所
で
遊

一

Y
7
先
ま
で
毛
布
を
か
け
れ
ば
す
ぐ
蹴

ば
せ
ま
し
ょ
う
。

一

っ

て
し
ま
い
ま
す
。
胸
や
足
は
出
し
て

年
金

問

私
は
今
ま
で
国
民
年
金
制
度
を

知
ら
ず
、
飯
坊
を
わ
た
り
歩
い
て
き
ま

し
た
が
、
六
十
歳

(大
正
一
市
年
生
)
に

な
っ
た
の
で
、
郷
里
に
か
え
っ
た
と
こ

ろ
、
町
役
場
内
係
貝
か
ら
国
民
年
金
に

加
入
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
す

が
、
人目ー
か
ら
で
は
加
入
で
き
な
い
で
し

ょ、ヴ
B

カ

い
う
人
が
年
金
を
受
給
で
き
る
よ
う
、

過
去
の
時
効
消
滅
し
て
お
さ
め
ら
札
な

く
な
っ
た
保
険
料
を
、

L
1
一
度
特
例

的
に
お
さ
め
る
途
が
聞
か
れ
て
お
り
ま

す
。

た
だ
し
、
こ
れ
は
時
限
立
法
で
す
の

で
、
昭
和
五
十
年
十
二
月
三
十
一
日
ま

で
に
お
さ
め
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

あ
主
た
は
生
年
月
日
か
ら
見
て
、
十

年
間
保
険
料
を
納
付
す
れ
ば
、
六
十
五

成
か
ら
老
齢
年
金
が
終
身
支
給
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

くらし

生ものには十骨注意を

• 

問

老
齢
年
金
の
繰
上
げ
支
給

け
た
が
、
年
金
話
相
が
低
い
の
で
、

消
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
。

取を
り堂

* 

答

あ
な
た
の
経
歴
が
不
明
で
す
の

で
、
厚
生
年
金
な
ど
の
他
的
制
度
と
の

関
係
が
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
国
民
年
舎

に
つ
い
て

一
般
的
に
お
答
え
し
ま
す
。

国
民
年
金
は
、

二
十
歳
か
ら
五
十
九

歳
ま
で
の
人
で
、
会
社
等
に
勤
め
厚
生

一
年
金
や
共
済
組
合
に
加
入
し
て
い
る
人

一
を
除
い
た
人
は
必
ず
加
人
じ
な
け
れ
ば

一
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
ぱ
あ
い
、
六
十
歳

一
を
こ
え
て
い
て
も
本
来
国
民
年
金
に

日
加
入
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
さ
ま
で
さ
カ

一
円
ぽ
リ
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
保
険
料

一
は
二
年
を
経
過
す
る
と
お
さ
め
ら
れ
な

一
く
な
り
ま
す
の
で
加
入
し
て
も
将
来
年

一
金
を

7
け
句
れ
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

-
そ
こ
で
法
律
的
改
正
に
よ
り
、
こ

3

畢
:LMH

i
d
J、

ymhぢ

答

国
民
年
金
の
老
齢
年
金
や
通
算

老
齢
年
金
を
六
十
五
歳
前
か
ら
、
フ
け
る

こ
と
を
希
望
し
、
う
け
だ
し
ま
す
と
、

L
2
}れ
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。

な
お
、
六
11
五
歳
と
な
っ
て
も
減
額

さ
れ
た
分
は
、
も
と
に
も
ど
る
こ
と
も

あ
り
ま
せ
ん
。

し
た
が

っ
て
、
支
給
繰
上
げ
を
希
望

す
る
と
き
は
、
慎
重
に
手
続
を
す
る
必

要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

年金で老後の不安のないくら L

間

死
亡

一
時
金
は
他
的
被
川
右
年

金
に
例
の
な
い
給
付
で
あ
る
が
国
民
年

金
制
度
に
設
け
ら
れ
た
周
由
は

答

死

亡

一
時
金
は
、
保
険
料
の
か

け
す
て
を
き
り
う
国
民
感
情
を
尊
旦
し

て
設
け
ら
れ
た
も
円
で
あ
り
、
ほ
援
に

つ
い
て
の
生
活
保
障
を
目
的
と
す
る
よ

り
も
、
日
制
み
立
て
た
保
険
料
を
葬
祭
伐

と
し
て
泣
族
に
対
し
て
還
付
す
る
と
い

3
芯
味
に
お
い
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で

あ
り
ま
す
。

0

0

0

0

0

0

0

 

。
国
民
年
金
で
な
に
か
ご
相
談
は
。

ム
寸
役
嶋
悟
祈
岬
昨
年
金
係
で
は
‘
国
民

年
金
に

つ
い
て
、
わ
か
ら
な
い
こ
と
や

誹
し
く
知
り
た
い
こ
と
に
つ
い
て
毎
日

ご
相
談
に
応
じ
て
お
り
ま
す
。

お
い
て
も
そ
れ
ほ
ど
心
配
は
あ
り
ま
せ

ん
。
お
な
か
を
冷
や
す
こ
と
が

一
番
い

け
な
い
の
で
す
。

干
防
と
し
て
は
、
寝
つ
い
て
か
ら
三

十
分
く
ら
い
は
寝
間
活
一
枚
に
し
て
お

い
て
や
っ
て
く
だ
さ
い
。
汗
を
か
い
て

い
る
よ
っ
で
し
た
ら
ふ
い
て
や

っ
て
か

ら
薄
い
毛
布
を
お
な
か
の
あ
た
り
に
か

け
て
や
り
ま
す
。
も
し
び
っ
し
ょ
り
汗

を
か
い
て
い
る
ょ
っ
で
し
た
旬
以
間
芯

を
苅
換
え
さ
せ
て
や
り
ま
し
ょ
う
。

夏
カ
ゼ
は
パ
カ
が
ひ
く
、
と
い
い
ま

す
が
、
パ
カ
に
し
て
か
か
る
と
ひ
ど
い

目
に
あ
い
ま
す
。
弘
、
の
カ
ゼ
と
巡
っ
て

熱
は
あ
ま
り
で
ま
せ
ん
が
ノ
ド
や
品
の

粘
膜
が
は
れ
て
、
な
ん
と
な
く
だ
る
い

の
が
特
徴
で
す
。
雨
の
日
は
、
気
溢
は

そ
れ
ほ
ど
低
く
な
く
て
も
由
度
が
向
い

の
で
冷
、
ぇ
こ
む
の
で
す
。

室
内
で
も
弱
い
と
き
、
涼
し
い
と
き

の
気
温
に
合
わ
せ
、
こ
ま
め
に
衣
服
を

か
え
て
体
協
の
謝
盤
を
は
か
る
よ
う
に

し
た
い
も
の
で
す
。

-胃腸病(がん)検診の申込を

本年度の胃腸病(がん)検診を

実施します。年令30歳以上の方は

7月31日までに申込み下さい。

実施日 8月10(日 )-12日まで

受診料 700円 (70歳以上無料)

(福祉課衛生係)

・幼児に7ッソ歯面塗布告

町では幼児の虫歯予防対策と L
て、生後 7ヵ月から満3歳までの

幼児に年2回(6ヵ月毎に 1回)

行っています。料金は無料ですか

ら受診券を受領していない方は役

場福祉課衛生係へおいでください。

・ゴミの不法投棄がめだちます

他町村のゴミ拾場や町内の沢や

道路の斜面にゴミを投げているの

がみかけられます。大口のゴミ(

不燃物)は八束地区の投棄場所に

必らず投げましょう。

投棄する前に役場衛生係で指示

を受けてください。

・特殊小型自動車の運行に注意

農作業に使用されるキャタピラ

付 J~耕運機を舗装道路で運転され

る方が見られます。路面を損傷さ

せますので、道路を横断する場合

は板を敷いて運行してください。

なお、損傷させた場合は修繕料

を負担させられますのてー厳に注意

してください。

・早めに軽自動車の検査を。7月内検査期限

周出年月日 48.5.1-48.6.30 
車柄番号

乗用車~ 8 函ひ

貨物ニ6函ふ

@8月の検査期限

届出年月日 48.7.1-48.8.31 
采用車~8 函ひ 9139-9691 
貨物ニ6函ふ 4606-4998

・8月の休日当番医

3日 北桧山町国保病院

10日日田医院

17日 北桧山町国保病院

24日今金町国保病院

31日 北桧山町国保病院

8462-9138 
4148-4605 
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八
月
六
日
に
移
動
採
血
車

愛
の
血
液
助
け
あ
い
に
ご
協
力
を

披
近
は
外
科
手
術
的
進
歩
に
よ
っ
て

多
数
の
人
命
が
救
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、

こ
の
か
げ
に
は
輸
血
に
使
用
さ
れ
る
保

存
血
液
を
は
じ
め
各
種
血
液
製
剤
が
大

き
な
役
割
を
巣
た
し
て
い
ま
す
。

本
道
で
は
、
な
地
事
故
、
労
務
災
害

を
は
じ
め
、
州
、
心
疾
忠
主
ど
に
使
わ

れ
る
血
液
の
量
は
、
年
間
五
万
リ
y
ト

ん
で
あ
り
年
々
急
増
す
る
傾
向
に
あ
り

心
簿
一

!

-

4
9

九
四
宮
hF

なげ戸
・

一

ま
す
。
こ
の
量
を
雌
保
す
る
た
め
に
は
‘

二
十
五
万
人
的
方
々
の
協
力
が
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

献
血
は
、
十
六
歳
か
ら
六
十
四
歳
ま

で
の
健
康
な
方
で
し
た
ら
ど
な
た
で
も

で
き
、
一
回
二

O
O
M
の
採
血
は
、
身

体
に
は
何
句
心
配
が
あ
り
ま
せ
ん
。

例
年
、
雌
夏
期
に
は
、
血
液
が
非
出

に
不
足
し
ま
す
の
で
「
愛
の
血
被
助
け

F
H
 

あ
い
巡
動
」
を
全
国

一
斉
に
行
い
ま
す
。

今
金
町
に
は
八
月
六
日
に
移
動
採
血

車

『
ひ
ま
わ
り
号
』
が
来
町
し
ま
す
。

こ
の
機
会
に
み
主
さ
ん
の
一
層
の
こ
協

力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

献
血
者
優
逃
制
度

輸
血
料
が
無
料
に

献
血
者
の
普
意
に
報
い
る
た
め
、
凶

に
お
い
て
は
血
液
代
金
の
自
己
負
担
分

を
申
請
に
よ
り
給
付
い
た
し
ま
す
。
ま

た
、
道
に
お
い
て
は
、
輸
血
料
を
給
付

す
る
献
血
者
催
遇
制
度
と
し
て
、
献
胤

さ
れ
た
方
、
ま
た
は
そ
の
税
淡
町
方
が

輸
血
を
受
け
た
場
合
、
献
血
し
て
か
ら

三
年
以
内
で
あ
れ
ば
、
献
血
者
本
人
は

輸
血
に
要
し
た
全
量
、
親
族
で
あ
れ
ば

献
血
量
的
範
囲
内
で
、
輸
血
料
(
輸
血

に
製
す
る
技
術
科
)
代
金
町
自
己
負
抗

分
を
v品
質
で
支
給
し
ま
す
。

こ
の
申
初
は
病
院
、
役
場
、
保
地
所

で
交
け
付
け
し
ま
す
の
で
も
れ
な
く
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

納
期
内
に
納
め
よ
う

固

定

資

産

税

《
二
期
》

国
民
健
康
保
険
税
《
一
期
〉

七
月
三
十
一
日
ま
で

一、

E

-
-
J
zssv厚
V
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・
剣
舞
の
ご
と
〈
居
合
道

今
金
剣
道
連
盟
居
合
道
部
で
は
六
月
一
一
寸

九
目
、
町
民
セ
ン
タ
ー
で
居
合
道
講
習
会
を

聞
き
、
附
V
恕
仲
伝
流
、
大
森
流
山
LL
凶
を
出
川
市
u

参
加
し
た
剣
士
は
衣
装
も
り
リ
し
く
気
合
的

入
っ
た
刀
さ
ば
き
を
見
せ
て
い
ま

L
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-
美
利
河
温
泉

一
帯
は
鳥
獣
保
種
区

昨
年
十
月
、
環
境
庁
か
ら
品
獣
保
護

区
に
指
定
さ
れ
た
温
泉
一
帯
に
赤
地
に

白
?
の
美
し
い
僚
制
板
が
立
て
ら
れ
ま

し
た
。

保
讃
区
は
利
別
川
支
流
ピ
リ
カ

ベ
ツ
川
の
上
流
六
百
二
十
四
戸
学
、
温
泉

一
帯
の
五
十
九
「仰
が
特
別
保
護
地
区
に

な
っ
て
い
ま
す
。
み
ん
な
の
協
力
で
白

然
を
大
切
に
し
ま
し
ょ
、
っ
。

工
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鈴
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圏直
お
〈
や
み
も
う
し
あ
げ
ま
す

中

林

キ

ヨ

七

十

歳

旭

町

伊
藤
ト
キ
ノ

八
十
二
歳

南

町

藤

村

山

以

七

歳

旭

川

山

本

仁

之

助

七

十
三
歳

八

束

(五
月
分
)

総
務
企
画
課

固
た
ん
じ
よ
う
お
め
で
と
う

日

野

誠

(

一

二

列
)
旭

町

中
村
佳
代
子

(邦

弘

長

女
)
緑

町

水
野
健
一

(進

長

男

)
南
栄
町

尭
行
北
海
道
今
金
町
役
場
幅
躯

i
 

。
監
査

こ
の
調
査
は
、
全

国
の
都
道
府
県
、
市
町
村
の
人
口

や
世
帯
数
、
年
齢
別
な
ど
の
人
口

構
成
、
世
帯
の
構
成
を
明
ら
か
に

し
て
、
国
は
も
ち
ろ
ん
都
道
府
県
、

市
町
村
内
行
政
や
地
域
社
会
に
役

立
つ
基
本
的
立
統
計
制
脊
で
す
。

印
刷

長
門
出
版
社
加

7
m
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